
 

 

 

 

 

 

 

若狭町自殺対策計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 
 

 

若  狭  町 
 

 



 

 

目次 

 

第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

２ 計画の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

３ 計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

４ 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

５ 自殺に関する基本認識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

６ 目指す姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

７ 計画の目標数値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

 

第２章 町の自殺の現状と課題 

１ 若狭町の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

２ 支援が優先されるべき対象群と本町の課題・・・・・・・・・・・・・・5 

 

第３章 自殺対策推進のための取り組み 

１ 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

２ 基本施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

  基本施策１ 自殺予防の理解促進と環境整備 

  基本施策２ 自殺対策に係る人材の養成 

  基本施策３ 相談支援体制の強化 

  基本施策４ 特に推進するべき対象に応じた施策 

３ 施策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

４ 評価指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

５ 推進体制と進渉管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

 

◆若狭町自殺対策推進のための取り組み一覧表◆ ・・・・・・・・・・・・16 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景 

全国の自殺者数は、1998年以降年間３万人を超え、2010年以降７年連続して減少

しているものの、年間 2万人を超えており、自殺死亡率は、主要先進７か国（フラン

ス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ）で最も高い状況となっ

ています。また、「自殺」は 15～39歳の若い世代の死因の第１位となっており、若年

層の自殺が深刻な状況となっています。 

このような中、国では、2016 年３月に「自殺対策基本法」を一部改正し、自殺対

策を「生きることの包括的な支援」と定義し、都道府県・市町村に対して地域の実情

に即した、自殺対策の施策に関する計画策定を義務付けました。さらに、2017 年 7

月に閣議決定した「自殺総合対策大綱」では、自殺対策を、社会における「生きるこ

との阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対す

る保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で推

進していくことが必要としています。 

 

２ 計画の趣旨 

本町においても自殺の現状の把握と分析を行い、効果的に自殺対策の施策を展開し

ていく必要があることから、本町の自殺対策を推進する「若狭町自殺対策計画」を策

定します。 

本計画は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指し、みんなで

生きることを支えるための取り組みを包括的に推進していくこととします。 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、2016 年に改正された「自殺対策基本法」に基づき、国の定める「自殺

総合対策大綱」等の趣旨を踏まえて、同法第 13 条第 2 項に定める「市町村自殺対策

計画」として策定します。 

「福井県自殺対策計画」や本町の最上位計画である「若狭町総合計画（まちづくりプ

ラン）」、「若狭町地域福祉計画」等関係する他の計画との整合性・連携を図りながら

進めていきます。 

 

４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、2020年度から 2024 年度までの 5年間とします。なお、計画

期間中に関連法等の改正や社会情勢の大きな変化があった場合には必要に応じて見

直しを行います。 

 

５ 自殺に関する基本認識 

自殺対策は「生きることへの支援」という観点から、「自殺総合対策大綱［2017年
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7 月閣議決定］」を踏まえ、本計画を策定する上での自殺に関する基本的な認識とし

て、次の４つの基本認識を掲げました。 

 

① 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、命を絶たざるを得ない状況

に追い込まれる過程として捉える必要があります。過程は、様々な悩みが原因で心理

的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられない状態になり、社会とのつながり

の減少や役割喪失感、また、役割の大きさに対する過剰な負担感から、危機的状態に

追い込まれてしまうと言われています。 

自殺行動の直前のこころの健康状態を見ると、大多数は、心理的に追い詰められた

結果、抑うつ状態にあったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を発症してい

たりと、これらの影響により正常な判断を行うことができない状態となっていること

が明らかになっています。 

このように、自殺は、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、「その多くが追い

込まれた末の死」ということができます。 

 

図１：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 
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② 自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題である 

経済・生活問題、健康問題、家庭問題等自殺の背景・原因となる様々な要因のうち、

失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の見直し

や相談・支援体制の整備という社会的な取組により解決が可能です。 

また、健康問題や家庭問題等一見個人の問題と思われる要因であっても、専門家へ

の相談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸べることにより解決で

きる場合もあります。 

自殺はその多くを防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識の下、生きる

ことの包括的な支援として、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、一人ひと

りの生活を守るという姿勢で展開することが必要です。 

 

③ 自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い 

精神科を受診することに心理的な抵抗を感じる人はまだ多く、特に、自殺者が多い

中高年男性は、こころの問題を抱えやすい上、相談することへの心理的な抵抗から問

題が深刻化しがちです。 

「死にたい」と考えている人も、こころの中では「生きたい」という気持ちとの間

で激しく揺れ動いており、不眠、原因不明の体調不良など自殺の危険を示すサインを

発していることが多いといわれています。 

全ての住民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、

精神科医等の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、自殺に関

する正しい知識の普及等に取り組んでいくことが必要です。 

 

④ 自殺の状況は、非常事態である 

国の取り組みのみならず、地方公共団体、関係団体、民間団体等による様々な取り

組みの結果、1998 年の急増以降年間３万人超と高止まっていた我が国の年間自殺者

数は 2010年以降７年連続して減少し、2015 年には 1998年の急増前以来の水準とな

りました。 

しかし、それでも非常事態はいまだ続いていると言わざるをえない状況にあり、若

年層では、20歳未満は自殺死亡率が1998年以降おおむね横ばいであることに加えて、

20歳代や 30歳代における死因の第一位が自殺であり、自殺死亡率も他の年代に比べ

てピーク時からの減少率が低くなっています。さらに、我が国の自殺死亡率は主要先

進７か国の中で最も高く、年間自殺者数も依然として２万人を超え、かけがえのない

多くの命が日々、自殺に追い込まれています。 

 

このように、自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・

職場の在り方の変化など様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観などが

複雑に関係しており、自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経

済的な視点を含む包括的な取り組みが重要です。このため、様々な分野の施策、人々
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や組織が密接に連携して取り組む必要があります。また、連携の効果を更に高めるた

め、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺対策の一翼を担っ

ているという意識を共有することが重要です。 

 

６ 目指す姿 

本計画では、地域住民一人ひとりが、自分自身や周りの人々の命を大切にし、地域

で支え合う地域づくりの実現を目指します。 

人の「命」は何ものにも代えがたいものです。家庭、地域、学校、職場、専門機関

等、様々な分野の人々や組織が密接に連携し、サポート体制を強化し、「いつもと違

う」様子に気づくとともに、高ストレス状態からうつ状態へ進行しないよう早期の予

防体制づくりを推進していきます。 

 

７ 計画の目標数値 

自殺総合対策大綱では 2026年のわが国の自殺死亡率を、2015年の自殺死亡率 18.5

の 30％以上減少となる、13.0 以下にすることとしています。これを踏まえ、本計画

の数値目標として、５年後の 2024 年までに、若狭町の自殺死亡率を 2013 年～2017

年、5年間の平均 27.7 から 50％以上の減少となる、13.0 以下にすることを目標とし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013年～2017 年、5年間の平均 自殺死亡率 27.7  

            ↓ 

 目標：5年後に 13.0以下 （15,000 人規模の町では年間 2名以下となる） 

        ※自殺死亡率：人口 10万人当たりの年間自殺者数 
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第２章 町の自殺の現状と課題 

 

１ 若狭町の現状 

本町の人口はここ数年、1年に 250人ずつ減少し続け、2019年 1月に 15,000人を

下回り、全国的な傾向である「少子高齢化」が加速的に進んでいます。年間出生数は

100人を切り、若者の県外への流出は食い止められない状況です。また、75歳以上人

口は増加の一途を辿り、75歳以上高齢化率は２０％に近づく勢いです。 

 

図２：若狭町の自殺の概要（2013年～2017年）  【全国との比較グラフ】                          

 

 

２ 支援が優先されるべき対象群と本町の課題 

若狭町における自殺の特徴と、自殺総合対策推進センターの分析を参考に、本町に

おいて特に支援が優先されるべき対象群は以下の通りとなります。 

 

◇支援が優先されるべき対象群◇ 

 

①60歳以上の高齢者 

 ・働き手としての現役を退いた 60歳以上の特に男性の自殺者数が町全体の約 40％

を占めています。困難な状況や、悩みごとの解決に向けた支援が届いていない世代

と考えられます。 

 

②40～59歳の働き盛り世代の男性 

・40～59 歳の働き盛り世代において、自殺死亡率が高くなっています。特に、こ

の世代の「無職者」の自殺死亡率が高く【図２】、働き盛り世代で仕事ができない

－５－ 



状況の方への支援が必要と考えられます。 

・ある自治体の調査で、この年代の方の最近１か月の不満、悩み、苦労、ストレス

などがあった人の割合が６割以上となっています。 

 

③子ども、若者、子育て世代 

 ・この 5年間の 20歳未満の自殺者は 0人です。男性では 20歳代、30歳代も 0人

となっています。ただ、女性は、20 歳代、30 歳代いずれも自殺者があり【図２】、

この世代の女性への相談や子育て支援が必要と考えられます。 

 ・全国的な傾向として、20 歳未満の若い世代の死亡原因の 1 位が「自殺」という

ことで、本町としても、若い世代への啓発や支援が重要と考えます。 

 

 「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指す本町の課題として次の

4つを掲げました。 

 

◇本町の課題◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全町民が 

① 「自殺に関する正しい基本認識」を『知る』こと 

② 様々な悩みや問題を抱えている人に『気づく』こと 

③ 専門家や専門機関に『つなぐ』こと 

④ 適切な治療や手立てで『支える』こと 
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第３章 自殺対策推進のための取り組み 

 

１ 基本方針 

自殺総合対策大綱を踏まえて、本町では以下のことを、自殺対策における「基本方

針」とします。 

 

①誰にでも起こり得る危機であることの啓発 

自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥

った人の心情や背景は未だ十分に理解されていないのが実情です。身近にいるかもし

れない自殺を考えている人のサインを早期に察知できるよう、そうした心情や背景へ

の理解を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当

であるということが、地域全体の共通認識となるように、積極的に普及啓発を行いま

す。 

 

②「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やすネットワ

ークの構築 

個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力

等の「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やす取り組みに加えて、

失業や多重債務、家庭問題、生活困窮等の「生きることの阻害要因（自殺のリスク要

因）」を減らす取り組みを行い、双方の取り組みを通じて自殺リスクを低下させるこ

とが必要です。自殺防止や遺族支援といった取り組みとともに、地域の「生きる支援」

に関連するあらゆる取り組みを総動員して、包括的な支援として推進するために、生

きることを支えるネットワークを構築します。 

 

③関係者の役割の明確化と連携・協働の推進 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために、国や県、市町、関

係団体、民間団体、企業、そして何より地域社会で暮らす住民一人ひとりが連携・協

働し、一体となって自殺対策を総合的に推進します。 

 

２ 基本施策 

自殺総合対策大綱において、「国は、地方公共団体が施策を策定し、実施する責務

を果たすために必要な助言、その他の援助を行うもの」とされたことを踏まえ、地方

公共団体に対して地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を

提供して、地域レベルの実践的な取り組みを支援しています。 

本計画は、これらのことを踏まえながら、誰も自殺に追い込まれることのない社会

を実現するため、以下の基本施策を定め、自殺対策を推進します 
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基本施策１ 自殺予防の理解促進と環境整備 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、その心情や

背景が理解されにくい現実があります。少しの変化に気付ける近所付き合い等関係性

の構築、危機に陥った人の心情や背景、早期支援等の重要性の理解と啓発、また、自

殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、正しい理解を促していくことが必要です。 

自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきという自殺対策の

趣旨について、住民の理解と関心を深めるとともに、住民一人ひとりが、こころの健

康の重要性を認識し、自分自身の、また身近な人のこころの不調に気づき、適切に対

処できるよう、家庭、学校、職場、地域におけるこころの健康づくりを推進します。 

 

基本施策２ 自殺対策に係る人材の養成 

自殺対策において、さまざまな悩みや生活上の困難を抱える人に対しての早期の

「気づき」が重要であり、そのための人材育成を充実させることは、自殺対策を推進

する上で基礎となる取り組みになります。中でも、自殺の危険性が高い人の早期発見、

見守りへの対応を図るうえで、自殺の危険を示すサインに「気づき」「声をかけ」「話

を聞き」必要に応じて関係機関に「つなぎ」「見守る」ゲートキーパーの役割を担う

人材の養成が必要です。今後、自殺対策を更に推進していくために、様々な分野の専

門家や関係者だけでなく、住民を対象にしたゲートキーパーの養成等を展開すること

で、地域のネットワークの担い手・支え手となる人材を育成していきます。 

※ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインを見逃さず、適切な対応をする人の

ことです。 

地域や職場などで悩んでいる人に声をかけて話を聞き、専門機関で必要な支援が受

けられるように勧めたり、その後の経過を見守ったりします。 

 

基本施策３ 相談支援体制の強化 

自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きることの促進要因（自

殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、家庭問題、生活困窮、精神疾患等の

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに、自殺リスクが高

まるとされています。 

自殺の原因や動機となる様々な悩みを抱える住民が、適切な相談機関につながり、

問題や悩みの解決が図られるよう、相談窓口の周知や充実とともに、関連する分野の

機関・団体が連携して取り組むことが必要です。 

様々な問題を抱え、自殺のリスクが高い人が適切な支援を受けられるよう、相談窓

口の周知を図るとともに、必要に応じて専門家につなぐことができるよう、保健医療

課、福祉課等を中心に各関係機関の相互連携の強化を行い、生きることの促進要因を

高める取り組みを充実します。 

また、身近で大切な人を自死で亡くされた方へのケアを行うとともに、必要な情報

提供を行うなど、支援を充実します。 
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基本施策４ 特に推進するべき対象に応じた施策 

ライフステージやライフスタイルにより、自殺に至る原因や背景は様々ですが、本

町の自殺における特徴や傾向から、「子ども・若者・子育て世代」「労働・経営者」「60

歳以上の高齢者」層に対しての対策を行っていくことが重要であり、それぞれの問題

に応じた多様な視点で「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やし、

自殺のリスクを低下させる取り組みを行っていきます。 

 

３ 施策の推進 

 

基本施策１ 自殺予防の理解促進と環境整備 

 

（１）自殺予防の大切さの啓発と周知 

現状と課題 

自殺の背景には様々な要因が複雑に絡みあっており、その抱える問題や悩みに気づ

き、声をかけ見守っていくことは大切なことです。しかし一方で、自ら支援を求めな

い場合や悩んでいることを誰にも気づかれないよう隠している場合には、抱えた問題

や悩みは周囲にはわかりにくく、気づかないこともあります。 

 自殺予防の大切さの普及啓発においては、必要な人に必要な情報が届くよう、今後

もより一層の普及啓発を実施することが必要です。 

方向性 

自殺予防に関する正しい知識の普及、各相談窓口、ゲートキーパーの役割について

広く周知し、情報提供及び普及啓発活動を推進します。（Ｐ８ ※ 注釈参照） 

主な取り組み 

取 り 組 み 内 容 関 係 機 関 、担 当 課 

自殺予防週間(９月)及び自殺対策強化月間(３月)

等でのポスター掲示やパンフレット配布による

周知啓発 

保健医療課、福祉課 

ホームページや広報のくらしのカレンダー、各種

事業を通じて相談窓口の周知 

社会福祉協議会、保健医療課、福祉課 

福祉イベント（10月）でのブース展示及びリーフ

レット配布 

パレア文化課、保健医療課、福祉課 

人権擁護委員による啓発活動 税務住民課 

健診（検診）、健康教育、相談等での情報提供 保健医療課、福祉課、子育て支援センター、

地域包括支援センター、社会福祉協議会 

相談窓口や知識普及パンフレットやちらしの配

布 

福祉課 

住宅使用料、水道料金等の納入状況から家庭の経

済状況等を把握し、配慮ある対応をする 

環境安全課、税務住民課、建設水道課、福

祉課 
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（２）こころの健康づくりの推進 

現状と課題 

自殺を図った人の多くが、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果、うつ状

態になるといったケースがうかがえます。うつ病等の精神疾患についての正しい知識

の普及を図るとともに、こころの不調を感じたら、医療機関の利用や専門の相談機関

を紹介します。 

また、国が設置する自殺総合対策推進センターの調査では、アルコール依存症者は

高い割合で、自殺願望を持ち自殺未遂を経験していることが指摘されており、自殺防

止のために、うつ病対策だけでなく、飲酒問題への対策も必要です。 

方向性 

自殺に至るまでの要因は様々ですが、原因となり得る疾病予防、地域、家庭、学校、

職場におけるこころの健康づくりの支援等を推進します。 

主な取り組み 

取 り 組 み 内 容 関 係 機 関 、担 当 課 

各種健診事業実施 保健医療課、税務住民課、福祉課 

各種相談事業実施 保健医療課、福祉課、子育て支援センター、地域包

括支援センター、社会福祉協議会 

各種健康教室実施 保健医療課、福祉課、地域包括支援センター 

地域支え合い推進事業実施 上中診療所、三方診療所、保健医療課、税務住民課、

政策推進課、福祉課、福祉保健医療連携室、地域包

括支援センター、子育て支援センター 

各種教室、すくすく広場、学童保育、サ

ロンなど居場所づくりの推進 

保健医療課、福祉課、子育て支援センター、子ども

若者サポートセンター、地域包括支援センター、教

育委員会事務局、社会福祉協議会 

飲酒問題への相談支援と断酒グループへ

のつなぎ 

保健医療課、福祉課 

気がかりな妊産婦、親子への相談支援 保健医療課、福祉課、子育て支援センター 

各職場でのストレスチェック 総務課、保健医療課 

 

基本施策２ 自殺対策に係る人材の養成 

 

（１）ゲートキーパーの養成と自殺対策を担う人材への支援 

現状と課題 

こころの不調に気づくことは、自らの精神を追い込むことの早期予防につながりま

す。また、うつ病等の精神疾患や自殺予防に関する正しい理解を深めることにより、

身近な人の自殺の危険を示すサインに気づくことができます。今後も様々な分野・対

象での研修会の一環としてゲートキーパー養成講座を実施し、多くの住民が「ゲート

キーパー」となり、自分の周りにいる自殺を考えている人の存在に気づき、声をかけ、
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必要に応じて適切な相談機関や専門家等につないでいけるよう、地域の身近な支援者

として「ゲートキーパー」の役割を担える人材を養成することが必要です。 

方向性 

自殺の問題は、一部の人や地域だけの問題ではなく、「だれもが当事者になり得る

重大な問題である」ということについての理解促進を図ります。また、ゲートキーパ

ーの役割を広く周知し、理解と関心が深まるよう、広報活動、教育活動を通じての理

解促進、普及啓発事業を展開します。 

 

主な取り組み 

取 り 組 み 内 容 関 係 機 関 、担 当 課 

ゲートキーパー養成講座 保健医療課、福祉課、教育委員会事務局、総務課、

県（健康福祉センター） 

民生委員児童委員や食生活改善推進員、

保健推進員等を対象とした研修会 

保健医療課、福祉課 

企業を対象とした健康講座等の実施 保健医療課、政策推進課、商工会、県（健康福祉セ

ンター） 

 

基本施策３ 相談支援体制の強化 

 

（１）地域における相談窓口の充実と周知 

現状と課題 

昔と比べ、近年は核家族化の進展やライフスタイル・価値観が多様化してきたこと

から、地域住民の交流や近所付き合いが少なくなり、人間関係や地域コミュニティの

希薄化が進んでいます。   

地域で孤立する世帯や孤独と感じる人を早期に発見するためには、地域における見

守り活動や助け合い活動が必要であり、町は地域組織活動への支援を行いながら、「地

域での課題は地域で解決していく」意識を高めていくことが求められています。 

町では、地域住民が役割を持ち、互いに支え合い、公的な福祉サービスと協働して

暮らせるよう、地域で起きている様々な問題を行政と住民、関係機関や団体が今以上

に連携して課題解決を図っていくことが必要であると考えています。今後は、地域に

おける各種の悩みごとに関する相談体制のより一層の充実と相談窓口情報等を広く

住民に周知啓発していくことが必要です。 

方向性 

まず、町にある各種相談窓口の認知度を高めます。また、地域包括ケアシステムを

推進する中で高齢者、障がい者（児）、子ども、子育て世代など、だれもが住み慣れ

た地域で安心して生活し続けることができるような「地域共生社会」を目指した地域

づくりを一体的に推進し、また、様々な分野の取り組みを密接に連携させ、自殺対策

を地域づくりの一環として実践的に取り組みます。 
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主な取り組み 

相 談 事 業 内 容 相談窓口担当課・関係機関 

子育て世代への育児相談及び情報提供 福祉課、保健医療課、子育て支援センター 

ＤＶ、虐待に関する相談 福祉課、敦賀児童相談所、要保護児童対策地域協議会、

県（健康福祉センター） 

生活困窮や経済問題等に関する相談 福祉課、社会福祉協議会、県（健康福祉センター） 

高齢者や障がい者に関する相談 福祉課、地域包括支援センター、委託相談支援事業所 

不登校、ニート、ひきこもりに関する相談 小・中学校、教育委員会事務局、子ども・若者サポー

トセンター、福祉課 

こころの悩みやストレスに関する相談 保健医療課、福祉課、嶺南こころの病院 

交通弱者の状況把握と見守り体制 政策推進課、福祉課 

 

（２）地域住民ネットワークの構築 

現状と課題 

自殺対策においては、「気づき」「つなげる」ことが重要であり、地域住民同士の見

守りや支え合い、助け合いが鍵になり、地域住民のネットワークを強化することで、

ひとりでも多くの命を守ることが期待されます。地域住民同士が、地域の中で、見守

り、支え合うことのできるネットワークの構築が必要です。 

方向性 

地域住民同士による見守り、支え合い、助け合いといった活動により、支援を必要

とする方々が地域の中で孤立することなく、必要な支援を享受できる地域住民ネット

ワークの構築を推進します。 

主な取り組み 

取 り 組 み 内 容 関 係 機 関 、担 当 課 

地域の交流会、サロンなどの居場所づくり 保健医療課、福祉課、子育て支援センター、社

会福祉協議会、各公民館、老人クラブ 

地域支え合い活動事業の推進 福祉課、保健医療課、福祉保健医療連携室、地

域包括支援センター、社会福祉協議会 

ボランティア等 生きがいづくり支援 福祉課、政策推進課、シルバー人材センター、

社会福祉協議会 

集落計画策定事業の実施（集落ヒアリング） 政策推進課 

 

（３）自殺未遂者や自死遺族等への支援 

現状と課題 

自殺未遂者は、再び自殺しようとするリスクが高いと言われている。そのハイリス

ク者を把握し、精神科受診の勧奨・紹介や次の支援機関へつなげることが大切です。 

また、大切な人を亡くし、悲しみ・苦しみを抱えている自殺者の親族等が、適切な
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支援を受けることができるようにすることもあわせて重要であり、各種相談事業によ

る必要かつ適切な情報の提供が必要です。 

方向性 

地域での多様な居場所づくりやストレス解消、リフレッシュのための支援を推進す

るとともに、若狭地域自殺対策連絡協議会等と連携し、必要な支援、情報提供、相談

体制の充実に努めます。 

主な取り組み 

取 り 組 み 内 容 関 係 機 関 、担 当 課 

自殺未遂者や自死遺族等への支援・情報に関

するリーフレットの設置 

保健医療課、税務住民課、福祉課、若狭地域自殺

対策連絡協議会、県（健康福祉センター） 

広報、ホームページによる情報提供 保健医療課、福祉課、税務住民課、政策推進課 

 

基本施策４ 特に推進するべき対象に応じた施策 

 

（１）高齢者のこころの健康と生きがいづくりの推進 

現状と課題 

 働き手としての現役を退き、地域や家庭が生活の拠点になったときに、そこを自分

の居場所と感じられるかが鍵になります。また、健康面の不安からこころの不調が生

じたり、やりがいを見つけられずふさぎこみがちになったりと、高齢者のこころの健

康を支える仕組みが必要です。 

方向性 

人生の終盤を、一人ひとりに合った生きがいを持ち、地域で安心して生きられるよ

うに「地域支え合い」「健康寿命の延伸」等、高齢者の心身両面の健康づくりの推進

及び情報提供等に努めます。 

主な取り組み 

取 り 組 み 内 容 関 係 機 関 、担 当 課 

地域のサロン等 高齢者の居場所づくり 保健医療課、福祉課、各公民館、老人クラブ 

後期高齢者の健康診断の実施 税務住民課、保健医療課、福祉課 

高齢者生きがいづくり支援事業の実施 福祉課、教育委員会事務局、シルバー人材センター 

地域の老人家庭相談員との連携 福祉課、保健医療課、老人クラブ連合会 

 

（２）労働・経営者のこころの健康づくりの推進 

現状と課題 

雇用形態の多様化は、自分に合った働き方の選択を可能にする反面、安定した仕事

に就けず、経済的自立が困難な人を生んでいます。また、晩婚化や核家族化により、

年代で分散していた結婚・出産・育児・介護などのライフイベントが同時期に集中し、

支援を受けにくい状況が生じて、仕事と育児・介護等の両立に悩む人や引きこもり等

の問題を抱える人が増えていると言われています。 
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労働環境の改善を巡る取り組みは、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の実現、ハラスメントの防止、病気や障がいに対する理解の促進等、多岐に渡ります。 

子育てや介護との両立、病気や障がいがあっても安心して働ける環境づくりは、労

働者、求職者、支える家族それぞれにとって自殺予防の支援につながるものと考えら

れます。 

方向性 

働き盛りの自殺は増加しており、職場におけるこころの健康づくりの推進及び情報

提供等に努めます。 

主な取り組み 

取 り 組 み 内 容 関 係 機 関 、担 当 課 

企業と連携した健康診断、ストレスチェックの

実施と相談体制の強化 

保健医療課、福祉課、商工会、県（健康福祉セ

ンター） 

働き手へのこころの健康に関する情報提供 保健医療課、福祉課 

公共のスポーツ施設の利用や余暇活動の充実 教育委員会事務局、保健医療課、パレア文化課、

図書館、各公民館 

各種相談窓口の周知 福祉課、保健医療課、社会福祉協議会 

 

（３）子ども、若者、子育て世代のこころの健康づくりの推進 

現状と課題 

小中学校において「命の大切さ」を学ぶため、道徳の授業をはじめとする様々な場

面において指導していくとともに、その重要性について子どもとその保護者に機会あ

るごとに周知していきます。 

子ども、若者の命を守るため、学校と連携を図りながら児童生徒のＳＯＳの出し方

に関する教育を展開し、「生きる包括的な支援」として「困難やストレスに直面した

児童・生徒が信頼できる大人へ自分の思いを伝えられる」ということを目標にした学

校教育活動として位置づけ、スクールカウンセラー、保健師等地域の専門家による教

育の機会を確保していきます。また、高校卒業後の進学や就職により、県外で一人暮

らしをする若者の割合が高く、親元を離れた暮らしの中でのメンタルヘルスについて

も普及啓発が必要です。 

子育て世代においては、子育て支援センターや育児教室等を利用し、子育ての負担

感、不安感を一人で抱えこまないよう相談支援を充実させていきます。 

方向性 

学校においては、児童や保護者の悩みを受け止められるように切れ目のない相談体

制を強化するとともに、教員の資質向上、不登校児童生徒への対応、いじめ対策、命

を大切にする教育を推進します。また、高校卒業後の若者に対しては、成人式等の機

会に命の大切さやメンタルヘルスについて普及啓発をしていきます。 

子育て世代については、いつでも相談できる子育て支援センター等の利用を呼びか

けます。 
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主な取り組み 

取 り 組 み 内 容 関 係 機 関 、担 当 課 

児童生徒を対象としたこころの健康づくり 小中学校、教育委員会事務局、保健医療課、

福祉課 

新成人への自殺予防に関する正しい知識の普及 教育委員会事務局、保健医療課、福祉課 

交流の場として 親子教室等の実施 保健医療課、子育て支援センター、学童保育、

図書館 

困難を有する子ども、若者の相談支援の充実と

居場所づくり 

福祉課、教育委員会事務局、学童保育、子ど

も・若者サポートセンター 

養育支援連携会議による情報共有と連携強化 保健医療課、福祉課、子育て支援センター 

専門職（スクールカウンセラー、精神科医師、

臨床発達心理職等）による相談支援体制の強化 

教育委員会事務局、保健医療課、福祉課、県

（健康福祉センター） 

小児保健研究会の充実 保健医療課、福祉課、教育委員会事務局、小

中学校、保育所、子育て支援センター 

保育カウンセラー事業の充実 福祉課、保育所、子育て支援センター 

地域子育て支援拠点事業の充実 福祉課、子育て支援センター 

 

４ 評価指標 

本町の自殺対策として推進する主要な取り組みについては、できる限り評価指標と

して数値目標を掲げて取り組んでいきます。毎年度作成する「若狭町自殺対策緊急強

化事業」計画の作成にかかる評価目標を数値化することで、事業内容の充実を図り、

継続的・発展的な取り組みを実施します。 

 

５ 推進体制と進渉管理 

自殺対策は、住民・地域・関係機関・民間団体・企業・学校・行政等がそれぞれの

役割を果たし、相互に連携・協働して取り組むことが必要です。各関係機関の連携強

化を図るとともに、自殺対策を総合的・効果的に推進できる体制を整えます。 

また、自殺対策の推進体制を確立するため、「若狭町自殺対策連絡会議」を開催し、

地域住民、関係機関、庁内関係課が横断的に計画の進渉管理をするとともに、関連施

策との有機的な連携を図り、計画に沿った事業・取り組みを着実に推進します。 

 

計画期間中は、事業・取組について、ＰＤＣＡサイクルによる適切な進渉管理を行

います。進渉管理では、庁内関係課において、定期的に施策の進行状況を把握・点検・

評価し、その状況に応じて事業・取り組みを適宜改善していきます。 

Ｐlan （計画）計画の策定・事業の企画 

Ｄo   （実施）事業の実施 

Ｃheck（評価）事業・計画の評価 

Ａction（改善）事業・目標の見直し 
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